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主 要 判 決 全 文 紹 介
≪知的財産高等裁判所≫
審決取消請求事件

（周知の事項１を適用した引用発明に周知の事項２を適用する動機付けがあった」という
論理付けで、『容易の容易』の問題とせずに進歩性を否定した事例）［上］（全２回）

−令和５年（行ケ）第10013号【磁極ハウジングの製作方法】＜清水響裁判長＞、令和５年12月26日判決言渡−

【本判決の要旨、若干の考察】

１．特許請求の範囲（請求項１）
『予め亜鉛メッキされた金属薄板材料からなる管外周壁（４）が用意され、

管縦方向（Ｌ）に延在する前記管外周壁（４）の直線状の外周壁縦方向エッジ（６）が互いに向き合
うように、金属薄板材料からなる前記管外周壁（４）が円筒状磁極管（２）に変形され、

前記管外周壁（４）が溶接装置（28）に供給され、前記管外周壁（４）の前記外周壁縦方向エッジ（６）
がレーザー溶接継目（10）によって互いに材料結合式に連結され、周方向に閉じた前記円筒状磁極管
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